
 

第 ４３ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部改正の件 

 

 敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

 

 

  令和 ８ 年 ６ 月 ２ 日 提出  

                  

                  

                  

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 

敦賀市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年敦賀市条例第３１号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （経営の基本）   （経営の基本） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 病床数は、次のとおりとする。  ３ 病床数は、次のとおりとする。  

⑴ 一般病床 ２８１床 ⑴ 一般病床 ３３０床 

⑵ 感染症病床 ２床 ⑵ 感染症病床 ２床 

４ （略） ４ （略） 

   附  則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 市立敦賀病院の病棟の一部閉鎖に伴い、病床数を改定したいので、この案を

提出する。 
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